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ポケット判ポケット判（9×14.5㎝）（9×14.5㎝）500円500円ポケット判（9×14.5㎝）500円

デスク判デスク判    （13×21㎝（13×21㎝）750円750円デスク判  （13×21㎝）750円

　　

10
月
１
日
か
ら
始
ま
る「
法
の
日
」

週
間
の
行
事
の
一
つ
と
し
て
、無
料

法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

　　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時　　
９
月
２７
日（
月
）

　　　　　　　　

13
時
〜
1６
時
ま
で
受
付

■
場
所　　

高
知
共
済
会
館

　　

高
知
市
本
町
五
丁
目
三
ノ
二
〇

■
問
い
合
わ
せ

　
　

高
知
地
方
・
家
庭
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係

　　　　

０
８
８
ー

８
２
２
ー

０
５
７
６

　　　　
１０
月
1
日
の「
法
の
日
」に
合
わ

せ
、無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。

不
動
産
・
商
業
・
法
人
登
記
な
ど
、

登
記
手
続
き
に
関
す
る
こ
と
や
、裁

判
所
に
提
出
す
る
書
類
の
作
成
な

ど
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
日
時　　

10
月
1
日（
金
）　　　　

　　　　　　　　

１０
時
〜
12
時

　　　　　　　　　　　　

１３
時
〜
15
時 

■
場
所　　
の
い
ち
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

■
問
い
合
わ
せ　　

　　　
高
知
県
司
法
書
士
会

　
　

０
８
８
ー

８
２
５
ー

３
１
３
１

　
　

高
知
地
方
法
務
局
で
は
、
1
日

無
料
相
談
所
を
開
設
し
ま
す
。
当

日
は
、法
務
局
職
員
に
よ
る
土
地
、

建
物
や
会
社
の
登
記
手
続
等
の
相

談
の
他
、公
証
人
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま

な
契
約
や
、
遺
言
な
ど
の
公
正
証

書
に
関
す
る
相
談
、ま
た
、高
知
県

土
地
家
屋
調
査
士
会
の
会
員
が
参

加
し
て
、土
地
の
境
界
の
ト
ラ
ブ
ル

等
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。
お
気

軽
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
日
時　　

10
月
３
日（
日
）　

　　　　　　　　　　

10
時
〜
15
時　

■
場
所

▼
イ
オ
ン
モ
ー
ル
高
知
内
イ
オ
ン

ホ
ー
ル

高
知
市
秦
南
町
一
丁
目
四
ノ
八

▼
高
知
地
方
法
務
局
香
美
支
局

香
美
市
土
佐
山
田
町
旭
町
一
ノ

四
ノ
一
〇

▼
高
知
地
方
法
務
局
須
崎
支
局

須
崎
市
青
木
町
一
ノ
四

▼
高
知
地
方
法
務
局
安
芸
支
局

安
芸
市
矢
ノ
丸
二
ノ
一
ノ
六

▼
高
知
地
方
法
務
局
四
万
十
支
局

四
万
十
市
右
山
五
月
町
三
ノ
一
二

■
相
談
内
容

　
　

登
記
・
供
託
・
戸
籍
・
国
籍
・
人

権
擁
護
等
に
関
す
る
相
談
、
公
正

証
書
に
関
す
る
相
談
、
土
地
の
境

界
に
関
す
る
相
談
、
相
続
や
遺
言

等
に
関
す
る
相
談　

な
ど

※
公
証
人
は
、イ
オ
ン
モ
ー
ル
高
知
と
四
万

十
支
局
の
み
出
席
し
ま
す
。予
約
は
不
要
で
す　

■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
地
方
法
務
局
総
務
課

　　　　

０
８
８
ー

８
２
２
ー

３
３
３
１

　　　　

土
地
の
価
格
や
取
引
、税（
固
定

資
産
税
を
抜
く
）
、境
界
、登
記
な

ど
、
土
地
に
関
す
る
相
談
を
お
受

け
し
ま
す
。

※
申
し
込
み
不
要
。当
日
会
場
へ
直
接
お
越

し
く
だ
さ
い　　　

【
相
談
員
】不
動
産
鑑
定
士
協
会
、

税
務
署
・
法
務
局
担
当
者
、
宅
地

建
物
取
引
業
協
会
、
司
法
書
士

会
、土
地
家
屋
調
査
士
会
の
方
々

■
日
時　　

10
月
20
日（
水
）

　　　　　　　　

10
時
〜
１６
時

■
場
所　　

高
知
会
館

　　

高
知
市
本
町
五
ノ
六
ノ
四
二

■
問
い
合
わ
せ

　　

県
庁
用
地
対
策
課

　
　

 

０
８
８
ー

８
２
３
ー

９
８
２
０  

　
　

国
民
年
金
制
度
で
は
、
国
内
に

居
住
す
る
20
歳
か
ら
60
歳
ま
で
の

す
べ
て
の
方
に
、加
入
が
義
務
付
け

ら
れ
て
い
ま
す
。　　　　

　
　

国
民
年
金
の
加
入
種
別
は
、
3

種
類
に
分
か
れ
て
お
り
、
届
け
出

は
加
入
時
だ
け
で
な
く
、
種
別
が

変
わ
っ
た
と
き
に
も
必
要
で
す
。

　　

種
別
変
更
の
届
け
出
を
忘
れ
る

と
、年
金
が
受
け
取
れ
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。手
続
き
は
、年
金
手
帳

を
添
え
て
、そ
の
都
度
忘
れ
ず
に

行
い
ま
し
ょ
う
。

　　■
第
1
号
被
保
険
者

▼
対
象
…
自
営
業
や
農
業
・
漁
業

の
方
と
そ
の
配
偶
者
、
20
歳
以
上

の
学
生
、フ
リ
ー
タ
ー
の
方
等

▽
手
続
き
…
市
町
村
役
場
の
国
民

年
金
担
当
窓
口
で
行
い
ま
す
。

■
第
2
号
被
保
険
者

▼
対
象
…
会
社
や
官
公
庁
に
お
勤

め
の
方
（
厚
生
年
金
や
共
済
組
合

に
加
入
し
て
い
る
方
）

▽
手
続
き
…
会
社
や
官
公
庁
が
行

い
ま
す
。

■
第
3
号
被
保
険
者

▼
対
象
…
国
民
年
金
の
第
2
号

被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者
の
方

▽
届
け
出
…
配
偶
者
の
勤
務
先
を

通
じ
て
行
い
ま
す
。

　
第
1
号
被
保
険
者
と
な
る
ケ
ー
ス

▼
第
2
号
被
保
険
者
が
退
職
し
た

場
合
（
第
3
号
被
保
険
者
に
な
る

場
合
は
除
く
）ま
た
、そ
の
方
に
扶

養
さ
れ
て
い
た
第
3
号
被
保
険

者
。

第
2
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

▼
第
1
号
被
保
険
者
又
は
第
3

号
被
保
険
者
が
就
職
し
厚
生
年

金
等
に
加
入
し
た
場
合
。

第
3
号
被
保
険
者
に
な
る
ケ
ー
ス

▼
会
社
等
を
退
職
し
て
厚
生
年
金

　

　　

毎
年
９
月
１
日
か
ら
10
日
ま
で

を「
屋
外
広
告
美
化
旬
間
」と
定

め
、屋
外
広
告
物
に
関
す
る
広
報
・

啓
発
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

　　
９
月
10
日
の「
屋
外
広
告
の
日
」

に
は
、
県
内
一
斉
に
条
例
違
反
の

広
告
物
（
貼
り
紙
・
立
て
看
板
な

ど
）撤
去
や
、屋
外
広
告
物
に
関
す

る
ル
ー
ル
を
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め

の
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

　　

ま
た
、こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
の
周

り
に
設
置
し
て
い
る
看
板
な
ど
が

ル
ー
ル
ど
お
り
設
置
さ
れ
て
い
る

か
、台
風
シ
ー
ズ
ン
前
に
飛
散
や
倒

壊
の
恐
れ
が
な
い
か
点
検
し
て
み

ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

高
知
県
中
央
東
土
木
事
務
所

　　　　

米
穀
な
ど
の
生
産
、
加
工
お
よ

び
流
通
の
各
段
階
（
複
数
の
段
階

を
含
む
）で
履
歴
を
は
っ
き
り
し
、

食
品
の
移
動
を
追
跡
で
き
る
よ

う
、
食
品
と
し
て
の
安
心
と
安
全

を
提
供
し
ま
す
。

等
に
加
入
さ
れ
て
い
る
方
の
被
扶

養
配
偶
者
に
な
る
方
な
ど
。

■
問
い
合
わ
せ

   

　　          

南
国
年
金
事
務
所

       

０
８
８
ー

８
６
４
ー

１
１
１
１

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

   　　
22
年
4
月
よ
り
子
ど
も
手
当
制

度
が
始
ま
り
ま
し
た
。　　　　　　　　　

　　
22
年
3
月
ま
で
に
所
得
制
限
超

等
で
児
童
手
当
を
受
け
て
い
な

か
っ
た
方
、
中
学
2
・
3
年
生
の
お

子
様
が
い
る
方
は
、子
ど
も
手
当
の

新
規
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

           

　　

ま     だ申
請
が
済
ん
で
い
な
い
方

は
、
22
年
9
月
30
日
（
木
）ま
で
に

申
請
し
て
い
た
だ
く
と
特
例
措
置

に
よ
り
4
月
分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

受
給
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

早
め
に
申
請
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　　　
10
月
1
日
以
降
に
提
出
さ
れ
た

も
の
に
つ
い
て
は
、申
請
の
翌
月
分

か
ら
の
支
給
と
な
り
ま
す
の
で
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
子
ど
も
が
生
ま
れ
た
と
き
や
、
他
市
区

町
村
か
ら
の
転
入
の
場
合
は
、特
例
措
置
の

対
象
に
な
り
ま
せ
ん

■
問
い
合
わ
せ

　　

市
役
所
市
民
保
険
課

年

金

国
民
年
金
種
別
変
更　　　

土

木

　　

違
反
広
告
物
等
一
斉
除
去

■
対
象
と
な
る
米
・
米
加
工
用
品

・
米
穀
（
玄
米
・
精
米
等
）・
米
粉
や

米
こ
う
じ
等
の
中
間
原
材
料
・
も

ち
、だ
ん
ご
、米
菓
、清
酒
、単
式
蒸

留
焼
酎
、み
り
ん
・
米
飯
類

■
制
度
の
対
象
と
な
る
事
業
者

・
生
産
者
・
製
造
業
者
・
流
通
業

者
、小
売
業
者
、外
食
業
者
な
ど
、

こ
の
制
度
の
対
象
と
な
る
米
・
米
加

工
品
を
取
引
し
た
り
、
事
業
所
間

で
の
移
動
や
廃
棄
な
ど
を
行
っ
た

場
合
、
対
象
と
な
る
事
業
者
は
２２

年
１０
月
１
日
の
取
引
等
か
ら
①
品

名 

②
産
地 

③
数
量 

④
年
月
日 

⑤
取
引
先
名 

⑥
搬
出
入 

⑦
場
所

等
を
記
録
し
、
保
存
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

 

ま
た
、２３
年
７
月
１
日
以
降
に
出

荷
す
る
米
穀
か
ら
事
業
者
間
お
よ

び
一
般
消
費
者
へ
の
産
地
情
報
の

伝
達
な
ど
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　　

中
国
四
国
農
政
局

高
知
農
政
事
務
所　　

食
糧
部
計
画
課（
高
知
市
）

　
　

０
８
８
ー

８
７
５
ー

２
１
５
３　

　
　
　
　
　
　

 

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

土
地
に
関
す
る
無
料
相
談
会

無
料
法
律
相
談
会

無
料
法
律
相
談
会

法
務
局
く
ら
し
の
相
談
所

    

０
８
８
ー

８
６
３
ー

２
１
７
５

福

祉

子
ど
も
手
当
の
新
規
申
請

　　

米
ト
レ
ー
サ
ビ
リ
テ
ィ
ー
法
が

　　　　　　　
ス
タ
ー
ト
し
ま
す

国
民
年
金
の
加
入
種
別

種
別
変
更
と
な
る
ケ
ー
ス

 県民手帳
申し込みを受け付けしています！

■申込み期限  ９月24日（金）

■申込み  市役所企画課・各支所

暮らしや
ビジネスに便利な

n f o rm a t i o n

ル
ー

か
、台

壊
の

ま
し

■
問高米

び
流

を
含

食
品

う
、
食

を
提

   米

　「ICですかカード」では、下記期間中 色んな商品が当たる

“夏のチャージキャンペーン”を行っております。

詳細につきましては「（株）ですか」（  088-882-6366）に

お問い合わせいただくか電車・バス車内の

ポスター・チラシをご覧ください。

　　　〔期間：７月１５日～９月１５日〕　　　　

）

〕　　　　

司
法
書
士
法
律
相
談

●詳しくは、市議会事務局

　　57-8513まで

●９月７日(火) : 開会
   …本会議 (諸般の報告など)

９月定例議会
             主な予定予定予定予定

集落営農に取り組んでみませんか？集落営農に取り組んでみませんか？集落営農に取り組んでみませんか？集落営農に取り組んでみませんか？集落営農に取り組んでみませんか？

取り組みへの支援取り組みへの支援

所得の向上、集落の活性化

①機械の共同利用
②作業の受委託
③農道・水路の共同管理
④女性や高齢者の参加
⑤集落での話し合い

①生産コストの削減
②園芸の規模拡大へ
③耕作放棄の防止
④直販や加工品への取り組み
⑤「結」の復活

集落営農とは集落営農とは
　

集落営農に取り組むメリット集落営農に取り組むメリット

　　県では、産業振興計画の中で、農業で生活できる所得を目指
す仕組みづくりとして、「集落営農」の取り組みを進めています。

　　集落内で皆さんが、力を合わせて農地や農道・水路を

守り、機械や施設を共同利用し、集団ぐるみで農業を続け

ていく仕組みです。

　　集落営農への組織化に向け、県の「中山間地域集

落営農等支援事業」をご活用ください。

☆「集落営農」に興味がある。取り組んでみたい！　

　　という集落は、補助率等説明にお伺いしますの

　　で、お気軽にご連絡

　　ください。

☆農業振興センターや　
　　市町村の農業担当課、
　　JAも一緒になって考　
　　えていきます。

■問い合わせ
　高知県農業振興部農業政策課
　　　　　　　088ｰ821ｰ4511
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